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令和5年6月6日 志都美タクシー株式会社（法人番号
2150001015105）代表者澤中徹也

奈良県北葛城郡上牧町上
牧3688番地1号

本社営業所 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3688-
1

警告 道路運送法第23条第3項 令和5年4月25日、法令違反の疑いを端緒として監
査を実施。1件の違反が認められた。運行管理者
の選任解任届出違反【選任又は解任の届出に係
るもの】(道路運送法第23条第3項)

0 0

令和5年6月7日 大阪山陽タクシー株式会社（法人番
号7120001050926）代表者荒木素直

大阪府大阪市西淀川区姫
島2丁目15番28号

本社 大阪府大阪市西淀川区姫島2丁目15番
28号

警告 道路運送法第27条第3項 公安委員会からの道路交通法第108条の34の規
定に基づく通知件数（放置駐車違反）が過去一年
以内に3件に達した。「旅客自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監
督の指針」(平成13年国土交通省告示第1676号)
による運転者に対する指導監督義務違反(旅客自
動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

令和5年6月8日 真和交通株式会社（法人番号
7120001012595）代表者小池史朗

大阪府大阪市東成区東今
里3丁目12番22号

本社 大阪府大阪市東成区東今里3丁目12番
22号

警告 道路運送法第27条第3項 公安委員会からの道路交通法第108条の34の規
定に基づく通知件数（放置駐車違反）が過去一年
以内に3件に達した。「旅客自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監
督の指針」(平成13年国土交通省告示第1676号)
による運転者に対する指導監督義務違反(旅客自
動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

令和5年6月28日 有限会社湖西交通（法人番号
3160002004550）代表者山口大介

滋賀県大津市坂本7丁目
33番6号

本社営業所 滋賀県大津市坂本7丁目33番6号 輸送施設の使用停止(10日
車)

道路運送法第27条第3項 令和5年2月7日、法令違反の疑いを端緒として監
査を実施。2件の違反が認められた。(1)疾病、疲
労等のおそれのある乗務【未受診者1名】(旅客自
動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条
第5項)、(2)点検整備関係義務違反【定期点検整
備等の未実施(道路運送車両法第48条)】(運輸規
則第45条)

3 1


